
監査結果 措置状況等

政務活動費について、引き続き
使途の透明性の確保のため、そ
の執行については、必要な調査
を実施し、適正な運用に努めら
れたい。

随時、政務活動費マニュアルの見直しを行うなど適
正な運用や透明性が確保されるよう引き続き、事務
的支援を行います。

総務部 総務室

文書事務の電子化・ペーパーレ
ス化を推進し、関係部局と連携
しコロナ禍においても、テレ
ワークなど多様で柔軟な働き方
に対応できる環境づくりを推進
されたい。

令和３年３月３０日に、決裁時における電子決裁の
徹底等を図るため、所属長及び全職員へ「令和３年
度以降の文書事務等及びメールの約束事について」
を発出しています。
さらに、令和３年４月２６日には、令和３年度の所
属長及び文書主任の全員を対象とした同通知の取組
を徹底するための説明会を開催しました。
電子決裁化の推進等によりテレワークなど多様で柔
軟な働き方に対応できる環境整備も進むことから、
引続き文書の電子化を進めてまいります。

人事研修室

「職員旅費に関するマニュア
ル」について、出納室と情報共
有を行い、支払方法の多様化な
どに対応できるよう時代に即し
た見直しを適宜行われたい。

併せて、旅費に関する事務研
修を実施するなど周知徹底され
たい。

他市の状況を確認するとともに、出納室と協議のう
え、随時、「職員旅費に関するマニュアル」の見直
しを進めます。
旅費に関する事務については、マニュアルの改正に
あわせて、職員ポータルの掲示板を活用するなど職
員への周知方法を検討します。

人事配置においては、職員数が
減少する中、効果・効率的に人
材を活用する必要があることか
ら、次の点に留意し人事配置に
注力されたい。

・専門性の高い業務での職員の
計画的な育成
・計画的な人事異動による業務
の継続性の担保
・再任用職員及び会計年度任用
職員の効果的な活用

・特に専門的な知識が必要とされる所属について
は、業務適正に配慮するとともに、職員の配置年数
も考慮するなど、職員の育成に努めることとしま
す。
・行政運営や市民サービス等の継続性の観点から、
自己申告書や人事及び組織定数に関するヒアリン
グ、人事評価、業務適正、在職履歴等を考慮しなが
ら、計画的な異動に努めています。
・再任用職員については、適材適所に配置し、組織
力の向上を図っています。
・会計年度任用職員については、常勤職員や再任用
職員等の配置、業務量を踏まえ、必要性を精査した
うえで配置しています。

強いリーダーシップを持っ
て、関係部局と連携しコロナ禍
においても行政機能が低下しな
いよう、テレワークなど多様で
柔軟な働き方ができる仕組みづ
くりの促進に尽力されたい。

コロナ禍において、業務の継続及び出勤者の削減を
両立できる業務体制を構築するため、在宅勤務に関
する要綱を令和2年5月に制定（令和3年1月改正）
し、情報政策室が制定したタブレット型端末機器管
理運用要綱とともに各部局に周知し、テレワークの
推進を図っています。

議会事務局

所属等

令和２年度　定期監査等結果に基づく措置状況等の報告

　1．監査の種類　　　地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく定期監査等
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監査結果 措置状況等所属等

職員の不適切な事務処理などで
市民の信頼を失う事案も発生し
ており、各所属長に内部統制の
強化徹底を指導されたい。

不適切な事務処理事案が発生した際は、内容にもよ
りますが、懲戒審査委員会の結果に基づき、副市長
より当該所属長に対して指導を行うとともに、再発
防止策について報告を求めています。不適切な事務
処理事案の内容が全庁的に注意を促す必要がある場
合は、文書により指導を行っております。

契約管財室

普通財産を無償で貸し付けてい
る場合、有料化できないか検討
し、有償のものについては適正
な対価として適切であるか、見
直しも含め鋭意検討されたい。
また、行政財産の目的外使用に
ついては、条例等で規定してい
る自治体もあり、使用基準の策
定について検討されたい。

『名張市公有財産未利用地貸付基準』に基づき貸付
けを行っていますが、無償で貸付けている一部につ
いて、貸付料の算定根拠を整理し検討します。
また、行政財産の目的外使用については、令和３年
度中の条例制定に向け取り組んでいきます。

随意契約は、例外規定であるに
もかかわらず多々見受けられ
る。特に長年にわたる一者随意
契約などは、金額及び内容の妥
当性と、真に競争に付すことが
できないかの検討を促すこと。
また、入札あるいは契約事務を
回避するために分割発注してい
ると見受けられる案件が散見さ
れることなどから、適正な契約
事務について周知徹底された
い。

令和３年４月から契約規則第２７条に定める額を超
える場合、法的な根拠等で特別な場合、大規模災害
及び感染症対策等の場合以外の随意契約をしようと
するときは、各所管で事前に副市長に説明し、随意
契約することが認められた以外のものは、条件付き
一般競争入札又は公募型プロポーザル方式により契
約の相手方を決定しています。
また、分割発注については令和３年４月に文書事務
等取扱説明会を開催し、契約事務等の留意事項の中
で説明し、後日各所属長に周知しました。

契約・検査事務にかかるマニュ
アルを作成し、啓発、研修及び
指導を徹底されたい。

令和３年４月に文書事務等取扱い説明会において、
契約事務等の留意事項について説明し、後日、入札
及び随意契約の執行伺から契約締結までの流れにつ
いて、以前通知した内容を再度整理して周知するな
ど、契約事務に関わる部署への情報提供に取り組ん
でいます。
契約検査事務は、行政が行う事務の中で、最も公正
さが求められる事務の1つであることから、引き続
き、随時各部署からの問合せに対応するなど、適切
な契約事務の推進に取り組みます。

情報政策室

ＩＴ推進施策を総合的に企画、
調整及び推進する所管室とし
て、関係部局と連携しコロナ禍
においても、テレワークなど多
様で柔軟な働き方に対応できる
環境づくりを推進されたい。

市庁舎内の会議室にてWeb会議ができるネットワー
ク環境を整備しました。
行政内部事務（議会対応含む。）、Web会議及びテ
レワークに対応可能なタブレット型端末機器を導入
しました。
いずれも令和３年１月より運用を開始しました。
（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金（2次補正分）を活用）
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監査結果 措置状況等所属等

財政経営室

コロナ禍の不安定な社会情勢の
中、名張市の独自課税である都
市振興税の３年間の延長が決定
された。市民の理解を得られる
よう、常に財政状況の情報発信
を行い、徹底した行財政改革の
もと、３年間で将来を見据えた
健全な財政基盤の構築に尽力さ
れたい。

令和２年度に作成した中期財政見通しを基準に、本
年２月の市民説明会等を経て、延期が決定された３
年間の都市振興税を含め、職員給与費の更なる削
減、病院経営改革や行財政改革による経費削減を行
い、令和２年度の決算等の時点修正を加えたうえ
で、中期財政計画を作成し、８月開催の全員協議会
にて報告しました。今後、市ホームページへの掲載
等を行うとともに、中期財政計画を指針とし、将来
を見据えた予算編成と持続可能な行財政運営に努め
ます。

補助金等は公金であるため、交
付先団体が発注する際には、市
の入札等の手続に準じて実施す
るよう団体等に求め、競争原理
のもと経費節減に努めるよう所
管室に指導されたい。

補助団体に対し、適正な予算執行と競争原理のもと
経費節減を指導し、目的や効果を充分に検証した上
で適宜補助内容や金額の見直しを行うよう、また、
団体の自立に向け、活用可能な国県交付金等の情報
提供をするよう、令和３年度当初予算の配当通知に
おいて全庁的に通知するとともに、財政経営室長が
合議をする際に周知することにより、徹底を図りま
した。

行政改革推進室

「持続可能な行財政運営に向け
た取組方針」に基づき、行政改
革の推進部局として、強いリー
ダーシップを持って推進された
い。

取組方針に基づく令和２年度の取組成果について
は、総合計画の取組成果とともに「総合計画推進状
況報告書（令和３年度版）」として整理し、市ホー
ムページで公表しています。引き続き担当室として
推進を図ります。

地域環境部 地域経営室

市民情報交流センター内の「市
民活動支援センター」「人権セ
ンター」「男女共同参画セン
ター」「多文化共生センター」
の機能や本庁内の地域経営室、
人権・男女共同参画推進室につ
いて、関係室と連携し市民にわ
かりやすい効果・効率的な組織
体制を検討されたい。

多文化共生センターは、事務分掌で人権・男女共同
参画推進室の所管業務としました。
市民情報交流センター内の４つの機能を効果・効率
的なものにするため、今後、委託先の人権センター
とともに協議を重ねていきます。

所管施設の賃貸料については、
現在の経済情勢及び民間貸付料
の動向等に照らして適正な対価
として適切であるか鋭意検討さ
れたい。

市民情報交流センターの敷地賃料、建物賃料はそれ
ぞれ見直しを行いました。
その他、市民センターに付随する賃借料について
も、その利用方法や適切な対価を検討していきま
す。

環境対策室

東山墓園の崩土置場用地が財産
台帳に計上漏れであったため、
適正な事務処理
を徹底されたい。

会計規則に基づき、適正な事務処理に努めます。
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監査結果 措置状況等所属等

人権・男女共同
参画推進室

市民情報交流センター内の「市
民活動支援センター」「人権セ
ンター」「男女共同参画セン
ター」「多文化共生センター」
の機能や本庁内の地域経営室、
人権・男女共同参画推進室につ
いて、関係室と連携し市民にわ
かりやすい効果・効率的な
組織体制を検討されたい。

市民情報交流センターにおける４機能（人権セン
ター、男女共同参画センター、多文化共生セン
ター、市民活動支援センター）について、人権・男
女共同参画推進室及び地域経営室より個別に３つの
業務委託を名張市人権センターへ行っていますが、
受託者が人員配置を含め柔軟にかつ効果的な業務遂
行ができるよう委託料の統合を図ると共に任意団体
である名張市人権センターの名称を含めた位置付け
等の整理について人権センターと協議を進めていき
ます。

産業部 商工経済室

大型作業場については、地域住
民の就労の場を確保するという
設置目的に鑑み、より一層の地
域雇用の促進に努められたい。

両事業所の入居事業者はともに地域雇用に力を注い
でおられ、追加採用の折には、引き続き地域雇用を
優先していくと回答をいただいています。

都市整備部 維持管理室

栄町駐車場について、需給バラ
ンスに対応して臨機応変に料金
改定が行える条例整備を検討さ
れたい。

駐車場を継続して運営していくには安定した料金収
入の確保が必要となるため、周辺の民間駐車場のよ
うに臨機応変に料金改定が行えるよう条例整備の検
討を行っていきたいと考えています。

桔梗が丘駅南駐車場及び美旗駅
自転車駐車場について、効率
性・収益性を十分に調査・分析
を行い、運営のあり方について
方針を検討されたい。

桔梗が丘駅南駐車場については、現在運営のあり方
について検討中であり、美旗駅自転車駐車場につい
ても今後のあり方について検討していきたいと考え
ています。

営繕住宅室

市営住宅敷金台帳と出納室の歳
入歳出外現金整理簿について、
定期的に突合確認を行われた
い。

市営住宅の敷金については、定期的に出納室と突合
確認を行っていきます。

危険度の高い特定空家等につい
て、引き続き行政代執行を含む
厳しい対応を行うとともに、代
執行にかかる費用の確実な回収
に努められたい。

危険度の高い特定空家等について、行政代執行を含
む厳しい対応を検討していくとともに、その費用の
回収に努めます。

市立病院 総務企画室

第２次名張市立病院改革プラン
については、項目が多岐にわた
り未達成の項目が多く見受けら
れた。次に策定予定の第３次名
張市立病院改革プランにおいて
は、経営改善に直結した目標設
定に重点を置き実効性の高い計
画とされたい。

第２次名張市立病院改革プランについて、令和元年
度及び２年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延等
の影響もあり、未達成項目が多くなりました。第３
次改革プランにおいてはガイドラインが示され次
第、実効性の高い計画を策定するよう努めます。

看護専門学校 教務庶務室

受験者数が伸び悩んでいること
から、看護の仕事の魅力を広く
発信し、幅広い分野からの学生
確保に努められたい。

年間を通して県内高校で行われる進路ガイダンスに
参加し、看護専門学校で行う授業の体験のほか、看
護の仕事、看護への進路、本校の魅力等について説
明を行っています。また、年１回、8月の平日に開
催しているオープンキャンパスを受験者確保につな
げるために今年度は5月の土曜日にも開催しまし
た。更には学校のホームページをリニューアルする
とともに、インスタグラム等も随時更新して学内の
様子を知ってもらう機会を増やしています。引き続
き、高校訪問等で進路の近況に係る状況把握に努
め、必要な改善点を明らかにし看護学生の確保に努
めていきます。
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監査結果 措置状況等所属等

教育委員会 教育総務室

給食費の公会計化にあたって
は、学校諸経費の取扱も含めた
協議を学校現場と十分に行い、
それらの公会計あるいは私費会
計の区分を明確にし、併せて
各々の関与の責任の所在を整理
したうえで制度化を進められた
い。

給食費の公会計化にあたっては、学校事務職員をは
じめ、学校現場と協議していきます。合わせて、新
たにシステム整備や人員配置も必要となることか
ら、他市の取組内容も参考にしながら、制度化の検
討を進めます。

小中学校の警備業務委託につい
て、発注方法を工夫し入札に付
すことで、競争の原理を働かせ
ることができないか検討された
い。

現在使用している警備設備配線等敷設の費用はすで
に減価償却しており、既設配線を利用することで警
備委託料の抑制を図っているところです。
今後、機器更新の時期も見据え、複数業者による見
積比較等を実施し、さらなる経費削減や競争入札等
の検討を行います。

新桔梗が丘中学校の土地及び建
物が財産台帳に計上漏れであっ
たため、適正な事務処理を徹底
されたい。

所有権移転（譲与）による対応を漏らしたことを踏
まえ、特に「初めて、久しぶり、変更した」事務に
ついては、例規やマニュアル等を充分に確認し、適
正な事務処理の徹底に努めます。

学校教育室

新規事務事業の実施にあたって
は、既存の事務事業の点検評価
を行うなど、常にスクラップ・
アンド・ビルドの視点をもって
効率的な事業実施に努められた
い。

常にスクラップ・アンド・ビルドの視点をもって効
果的な事業実施が行えるよう、ＰＤＣＡサイクルに
より業務改善に努めます。

教育センターと連絡を密にし、
業務に重複のないよう効率的な
事業実施に努められたい。

学校教育室が指導業務を担い、働き方改革の観点か
らもその他の業務は教育センターに依頼していま
す。双方の業務は重複していませんが、連携・調整
は必要不可欠のため、適宜行っています。

教育センター

短時間勤務の会計年度任用職員
が非常に多いため、業務の効率
性、組織の統一性及び管理責任
において憂慮されることから、
事務事業の実施に際しては、事
業に応じた効果・効率的な人員
配置に努めるとともに、事務事
業を厳選したうえで、適正な管
理監督のもと効率的な事務事業
の実施に努められたい。

教育センターは、本市の子どもの豊かな学びを保障
し、様々な教育課題の解決を図るため、「教職員研
修」や「調査・研究」の実施、不登校児童生徒への
支援（適応指導教室）、「発達支援教室」や「週末
教育事業」等子どもへの支援、保護者や教職員から
の教育相談、「コミュニティ・スクールの充実」や
「学校生活支援ボランティア」等学校と地域の連携
への支援、学校図書館の充実、家庭教育への支援
等、様々な分野で子ども・保護者・教職員を支援す
る機関として位置づいています。教職経験者を会計
年度任用職員として任用し、その専門性を生かし
て、上記の事業を推進しています。事業実施に際し
ては、正規職員がそれぞれの事業の進捗管理・精選
を行っています。
令和３年度は、会計年度任用職員を併任職員を含め
９名減としました。引き続き業務の効率化と事業の
充実を図ります。

学校教育室と連絡を密にし、業
務に重複のないよう効率的な事
業実施に努められたい。

学校への指導の役割を学校教育室、研修・支援の役
割を教育センターとするほか、兼務職員を置くこと
で業務の重複を避けるなど、学校教育室と連携し役
割分担しながら事業を進めています。
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監査結果 措置状況等所属等

文化生涯学習室

夏見廃寺展示館及び名張藤堂家
邸の警備業務委託について、長
期継続契約とするなど発注方法
を工夫し入札に付すことで、競
争の原理を働かせることができ
ないか検討されたい。

令和３年度は１社随意契約を締結していますが、令
和４年度から３社見積を実施し、費用の軽減を図り
ます。

市民スポーツ室

青蓮寺湖駅伝大会に係るスポー
ツ振興くじ助成事業において、
助成要件の確認不足により助成
金が交付されず歳入欠陥となっ
た事案があるなど、事務処理に
おいて、不適切な事務が散見さ
れた、適正な事務処理を徹底さ
れたい。

スポーツ振興くじ助成の助成要件について、名張市
体育協会への説明が不十分であったことから、助成
要件を満たすことができず、助成対象外となってし
まいました。
今後は、助成要件等を十分に確認し、関係機関等と
の連携を強化することで再発防止に努めます。

国体推進室

国体事業については実行委員会
方式で実施されているが、予算
の執行に際しては、約２分の１
が市の負担となることも踏ま
え、引き続き市の入札等の手続
に準じて競争の原理を働かせ、
経費の節減に努められたい。

市の入札等の手続に準ずるとともに、競技団体と連
携を図り、過去の大会慣例や慣習にとらわれずに経
費の節減に努めます。

図書館
図書購入については、入札によ
り発注ができないか研究された
い。

県内各館の状況も確認の上、検討を進めています。

施設 応急診療所
レジスターの記録用紙について
は、金種表の裏に添付するなど
し、適正に保存を行うこと。

現金の取扱を行った場合は、レジスターの記録用紙
を金種表の裏に添付し、適正に保存を行うことにし
ました。
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